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国名：インドネシア 

1 商業省省令第 24号の第 11 (2)条 
2 商業省省令第 24号の第 11 (4)条 

項目 内容 調査方法・ 

情報源 

1) EPAs/FTAs 1. 日本インドネシア経済連携協定(JIEPA)

2. 日本アセアン包括的経済連携協定(AJCEP)

3. 地域的な包括的経済連携協定(RCEP)

4. アセアン物品貿易協定(ATIGA)

5. アセアン・インド自由貿易協定(AIFTA)

6. アセアン・中国自由貿易協定(ACFTA)

7. アセアン・韓国自由貿易協定(AKFTA)

8. アセアン・オーストラリア・ニュージーランド自由貿

易協定(AANZFTA)

9. アセアン・香港自由貿易協定(AHKFTA)

情報源: 

1. JIEPA、AJCEP、

RCEP、ATIGA、

AIFTA、

ACFTA、

AKFTA、

AANZFTA及び
AHKFTA

2. インドネシアが原

産国の物品に対

する原産地証明

書発給の規定及

び手続に関する

2018年商業省令

第 24号（「商業省

省令第 24号」）

（直近では 2020

年商業省令第 39

号にて改正）

3. ATIGAに基づく

インドネシアが原

産国の物品に関

する規定及びイ

ンドネシアが原産

国の物品に対す

る原産地関連書

類の発給規定に

関する 2022年商

業省省令第 32号

（「商業省省令第

32号」）

4. RCEP に基づくイ

ンドネシアが原産

国の物品に関す

る規定及びインド

ネシアが原産国

の物品に対する

原産地関連書類

の発給規定に関

2) 発給機関 インドネシアが原産国の物品に対し、インドネシアの

商業省（Minister of Trade：MOT）に任命されたインド

ネシア原産地証明書（COO）発給機構。（Instansi

Penerbit SKA）

3) 発給手数

料 

証明書一式につき、IDR 25,000 

4) 必要書類

／申請手

順 

JIEPA、AJCEP、RCEP、ATIGA、AIFTA、ACFTA、

AKFTA、AANZFTA及び AHKFTA  には、COO申

請に具体的な必要書類は定められていない。ただし、

基本的には、個人の輸出者が COO申請する場合に

次の書類を提出する必要がある。1 

1. COOを必要とする購入証拠書類のスキャンデータ

2. COOを必要とする製造者の商品明細書のスキャ

ンデータ

3. その他の関連書類

法人の輸出者が COOを申請する場合に次の書類を

提出する必要がある。2 

1. 輸出申告書の写し

2. 船荷運送証券(B/L)、航空貨物運送状又は貨物受取

証

3. インボイスの写し

4. 原産地基準の入力に①域内原産割合（regional

value content）／原産資格割合（qualifying value

content）を使用及び／又は②関税分類の変更が

ある場合、全ての輸出品の生産プロセスのコスト

構成の写し
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3 JIEPAの Chapter 2 (Trade in Goods)及び Chapter 3 (Rules of Origin)に参照された運用上の手続規則の Rule 1 (d) 及び
Rule 2 
4 商業省省令第 32号の第 4 条 

 項目 内容 調査方法・ 

情報源 

 

また、COOは次の基準を満たす必要がある。 

1. 英文書類であること。 

2. 完全に読み取り可能で、輸出者又は認定代理人

が記入し、権限のある当局（インドネシアの輸出者

の場合は Instansi Penerbit SKA）又はその受任機

関が認証したもの。 

 

する 2022年商業

省省令第 56号 

5. 商業省における

非税制国庫歳入

の種類及び関税

分類に関する

2017年政令第 31

号 

6. インドネシアが原

産国の物品に対

する原産地証明

書の発行による

国庫歳入の電子

決済手続に関す

る 2018年商業省

省令第 37号 

7. インドネシア原産

地証明書発給機

構に関する 2018

年商業省省令第

25号 

5)  電子ファイ

ル提出 

JIEPA、AJCEP、RCEP、ATIGA、AIFTA、ACFTA、

AKFTA、AANZFTA及び AHKFTA には、電子書類

及び電子 COO（e-COO）の規定はない。ただし、以下

の規定は電子ファイルでの提出に関連する可能性が

ある。 

 

1. JIEPA:関連当局には、一種類の COO（マニュア

ル COO或いは e-COO）のみを提出。 e-COOの

提出システムの障害があった場合、 COOは加盟

国が合意したガイドラインに従って提出する必要

がある。 3 

2. ATIGA:書類は、インドネシアの COO電子システ

ム（ e-SKA (e-ska.kemendag.go.id)）を通じて、提

出可能。4 

 

6)  遡及発給 JIEPA、AJCEP、RCEP、ATIGA、AIFTA、ACFTA、

AKFTA、AANZFTA及び AHKFTA では発給可能。 

 

COOは、出荷日より 12ヶ月以内に輸出国の法規に

従って遡及発給できる。この場合、当該 COOには

「遡及発給」が記載される必要がある。 

 

7)  遡及発給

COOの適

用は可能

か（輸入地

において、

一旦は一

般（MFN）

税率で通

関後、遡っ

て EPA特

恵税率を適

用できる

か、つまり

一般的に、多くの EPAと FTAにおける COOは、法

令に従って出荷日より 12ヶ月以内に遡及発給が可

能。 

 

インドネシア法上、インドネシアが原産国の物品に対

する原産地証明書発給の規定及び手続に関する

2018年商業省令第 24号（最新の 2020年商業省令

第 39号にて改正）（「商業省省令第 24号」）は、輸出

日又は出荷日当日に又はその直後に発給されていな

い COOには「ISSUED RETROACTIVELY」又は 

「ISSUED RETROSPECTIVELY」（遡及発給）の文言

を書き添える又は印刷すべきであると定めている。た
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 項目 内容 調査方法・ 

情報源 

一旦支払っ

た MFN税

率と EPA

特恵税率と

の差額を還

付してもら

えるか） 

だし、同省令には、遡及発給 COOの使用に関する定

めはない。 

 

法律的には、出荷日より 1年以内に発給された COO

の使用は認められるが、実務的には輸入国（インドネ

シア）へ輸入済みの貨物に対し遡及発給された COO

の使用が困難になる可能性がある。その理由は、輸

入者がインドネシアの関税局へ輸入申告を行った際

に、COO等の他の関連書類も提出する必要があるた

めである。一方、提出された輸入申告書の修正は 30

日以内に行わなければならない。また、申告書の修

正は、COOの誤字、輸入者の情報又はその他の必

要な情報の修正等、一定の理由だけが認められる。

このため、実務的には、貨物が MFN税率でインドネ

シアに輸入済みの場合、遡及発給 COOを使用し、特

恵税率の適用を申請することは困難と考えられる。イ

ンドネシアでの遡及発給 COOは、関税当局が輸入製

品の検査及び当該輸入に対する関税分類評価を行っ

ていない場合に使用可能である。 

 

また、インドネシアでは関税関連書類の発給システム

が柔軟性に欠けていることに留意されたい。従って、

後に発生得るリスクを軽減するために、全ての輸入者

は、輸入申告を行う際に輸入手続きの最初から正確

かつ詳細の情報及び書類を提出しなければならない

と思われる。このため、輸入後の遡及発給 COOの使

用は、関税当局に拒否される可能性がある。 

8)  再発給 JIEPA、AJCEP、RCEP、ATIGA、AKFTA、AANZFTA

及び AHKFTA では可能。 

 

発給した COOに①間違った情報が含まれている場

合、②有効期限前に盗難・忘失・破損が生じた場合、

輸出者又はその認定代理人は COOの再発給を申請

できる。 

 

9)  第三国イン

ボイス 

AJCEP、RCEP、ATIGA、AIFTA、ACFTA、AKFTA、

AANZFTA及び AHKFTA （つまり、JIEPA 

以外）では発給可能。 

10)  連続する原

産地証明

書（Back-

to-back 

certificate 

of origin） 

AJCEP、RCEP、ATIGA、AIFTA、ACFTA、AKFTA、

AANZFTA及び AHKFTA （つまり、JIEPA 

以外）では、連続する原産証明(Back-to-back COO/ 

Movement Certificate)は発給可能。 

 

各 EPA/FTAによって発給手続きが異なることがある

が、一般的に Back-to-back COO発給手続きは次のと

おり。 
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調査日（確認日）：2023年 7月 7日 

 

 項目 内容 調査方法・ 

情報源 

• 輸出者が申請を行う。 

• COOには最初の輸出国が発給した COO（「初

期 COO」）を含む、正確な情報を含むこと。 

• 輸出製品の合計数量は、初期 COO記載の数

量を超えないこと。 

• 有効期間は、初期 COO記載の期間と同様又は

その期間を超えないこと。 

• 当該輸出製品は、再包装、輸送関連活動及び

製品の品質維持のためのその他の運用上の活

動を除き、インドネシアでの追加加工を行わない

こと。 

• COOに、初期 COOの参照番号及び日付を記

載すること。 

11)  非加工証

明書 

現行の商業省省令では、非加工証明書に関する具体

的な規定はない。ただし、関連当局（商業省又はイン

ドネシア原産地証明書発給機関）が非加工を証明書

同等の書類を発行できないとは限らない。実務的に

は、場合に応じて企業からの要請に対し政府機関が

関連書類を発行することも可能と考えられる。 

12)  累積必要

書類 

調査で得られた情報では、インドネシアの当局（関税

局）は FTA累積目的の場合のみ COOを認める。 

 

現時点では、 FTA累積目的で認められる書類は次

のとおり。 

1. AJCEP: 原産地証明書 (Form AJ) 

2. JIEPA: 原産地証明書(Form JIEPA) 

3. ATIGA: 原産地証明書 (Form D)及び原産地宣言

書(Declaration of Origin) 

4. AIFTA: 原産地証明書(Form AI) 

5. ACFTA: 原産地証明書(Form E) 

6. AKFTA: 原産地証明書(Form AK) 

7. AANZFTA: 原産地証明書(Form AANZ) 

8. AHKFTA: 原産地証明書(Form AHK) 

 


